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議会運営委員会会議録 

令和７年３月３日（月） 

（開 会）１６：０３ 

（閉 会）１７：０８ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

 ４ 請願第８号 市民と議員の定期的な意見交換会を求める請願 

 

【 内 容 】 

１ 人事議案の説明・質疑 

（１）議案第４６号 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

（２）議案第４７号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること 

（３）議案第４８～６６号 農業委員会の委員の任命につき議会の同意を求めること 

（４）議案第６７～６８号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 

２ 追加議案の説明・質疑 

３ 追加議案の上程時期並びに付託委員会について 

４ 議案に対する質疑通告について 

・議案第１、４、７、９、１３、１５、１６、２５、３２、３７号（川上議員） 

・議案第３２号（金子議員） 

５ 議員提出議案の取り扱いについて 

（１）議員提出議案第１号 飯塚市太陽光発電事業と地域との共生に関する条例 

６ 条例改正案及び意見書案の取り扱いについて 

（１）飯塚市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（案） 

（２）公立小中学校における学校給食の無償化を求める意見書（案） 

（３）選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書（案） 

（４）性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案） 

（５）高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げ中止を求める意見書（案） 

７ 請願の取り扱いについて 

（１）請願第 ９号 筑穂人権啓発センターの存続と充実に関する請願 

（２）請願第１０号 コミュニティセンター大規模改修（空調設備・その１）工事の入札に 

係る調査のために百条委員会の設置を求める請願 

（３）請願第１１号 １５年間分の財政見通しについての請願 

（４）請願第１２号 新たなごみ処理施設の建設についての請願 

８ 陳情の取り扱いについて 

（１）陳情第２０号 健康保険証とマイナ保険証の併用を求める陳情 

９ 会期日程の変更について 

10 議会基本条例について 

                                           

○委員長 

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する

条例等について」、以上３件を一括議題といたします。 
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「人事議案」について、執行部に説明を求めます。 

○武井市長 

今回、提案させていただきます議案第４６号から議案第６８号までの人事議案２３件につい

て、ご説明いたします。 

議案第４６号につきましては、令和７年５月２６日付けをもって任期満了となります公平委

員会委員として、尾上智子氏を、引き続き同委員として選任したいと存じますので、議会の同

意を求めるものであります。 

次に、議案第４７号につきましては、令和７年５月１６日付けをもって任期満了となります

教育委員会委員として、安永卓生氏を、引き続き同委員として任命したいと存じますので、議

会の同意を求めるものであります。 

次に、議案第４８号から議案第６６号までの１９件につきましては、令和７年３月３１日付

けをもって任期満了となります農業委員会の委員として、大庭義則氏、淀川貴浩氏、奥野智明 

氏、深町守史氏、田中一平氏、畠中秀次郎氏、藤井光生氏、江藤義弘氏、谷義昭氏、田代武巳

氏、髙木俊巳氏、谷口一峰氏、吉原文明氏、新開剛氏、畠中五恵子氏、嶋田百合子氏、岡松美

由紀氏、岡松千恵子氏、橋本周氏を任命したいと存じますので、議会の同意を求めるものであ

ります。 

次に、議案第６７号及び議案第６８号の２件につきましては、令和７年６月３０日付けをも

って任期満了となります人権擁護委員につきまして、提案するものであります。議案第６７号

は岩永昌子氏を、引き続き同委員の候補者として、議案第６８号は小鶴寿子氏を、新たに同委

員の候補者として推薦したいと存じますので、議会の意見を求めるものであります。 

以上、人事議案２３件を提案したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「人事議案の取り扱い」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

ただいま市長から説明がありました議案第４６号から６８号までの２３件につきましては、

定例会最終日、３月１９日の日程１番目、委員長報告、質疑、討論、採決の後に上程し、人事

議案でございますので、委員会付託は省略して、採決の方法は起立採決としていただいてはと

考えております。 

このうち、議案第４８号から６６号までの農業委員会委員の任命に係る人事議案１９件の採

決にあたりましては、同名の議案が１９件にも及びますことから、事前に賛否を確認いたしま

して、全会一致となるものについては一括し、起立採決を行っていただいてはと考えておりま

す。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。「人事議案の取り扱い」については、事務局説明のとおりとすることに、

ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「追加議案」について、執行部に説明を求めます。 
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○総務課長 

追加で提案させていただきます議案について、「追加議案概要」で説明させていただきます。 

「議案第６９号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」につきまして

は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の公布に伴い、

関係規定を整備するものでございます。 

以上、簡単ですが、議案の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「追加議案の上程時期並びに付託委員会」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

ただいま説明のありました追加議案１件につきましては、明日、３月４日の本会議におきま

して、すでに上程されております議案の質疑、委員会付託のあとに上程し、提案理由説明、質

疑、委員会付託としていただいてはと考えております。 

付託委員会につきましては、「令和７年第１回市議会定例会 追加議案一覧表」をご覧くだ

さい。 

冒頭に記載しておりますが、議案第６９号は総務委員会に付託していただいてはと考えてお

ります。 

また、ただいまの説明にあわせる形で、議案付託一覧表（案）も変更いたしております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「追加議案の上程時期並びに付託委員会」については、事務局説明のと

おりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「議案に対する質疑通告」について、事務局から報告させます。 

○議会事務局次長 

議案に対する質疑通告につきましては、議案第１号、４号、７号、９号、１３号、１５号、

１６号、２５号、３２号及び３７号について川上議員より、議案第３２号について金子議員よ

り、それぞれ質疑通告があっておりますので、ご報告いたします。 

また、先ほど説明のありました追加議案の議案第６９号につきましては、日程の関係上、質

疑通告を行いませんので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 

「議案に対する質疑通告」については、ご了承願います。 

次に、「議員提出議案の取り扱い」について、本日、３月３日付で江口議員ほか２名から議

長あてに、議員提出議案第１号として、「飯塚市太陽光発電事業と地域との共生に関する条

例」が提出されております。 

本案につきましては、議員３名で提出されておりますので、飯塚市議会会議規則第１４条第

１項の要件を満たしております。 

お諮りいたします。本委員会として、本案について補足説明を受けるため、江口議員の出席
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を求めることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本委員会として、江口議員に出席を求めることに決定いた

しました。 

提出者から補足説明があれば、お願いいたします。 

○江口議員 

 議員提出議案第１号につきましては、執行部のほうから、今定例会に「飯塚市太陽光発電設

備の適正な設置に関する条例」が提出されております。このことについては、条例を制定しよ

うというふうな形になったということについては、非常に喜ばしいことでありますが、ただ、

中身を精査する中で、この条例ではちょっと不足しているのではないかというふうな形で考え、

私どものほうで「飯塚市太陽光発電事業と地域との共生に関する条例」というふうな形で、議

員提出議案として提出させていただいております。 

慎重審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願いします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、提出者に対する質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の

付託事件の範囲内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

提出者に対する質疑を終結いたします。江口議員、ありがとうございました。 

次に、本案の取り扱いについて、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

議員提出議案第１号の取り扱いについてご説明いたします。 

「議員提出議案第１号 飯塚市太陽光発電事業と地域との共生に関する条例」の取り扱いに

つきましては、条例案となりますことから、明日、３月４日の本会議で、追加議案の提案理由

説明、質疑、委員会付託ののちに上程し、提出者の提案理由説明、質疑ののち、本案につきま

しては、市の事務に係わります条例案となりますことから、所管の委員会となります協働環境

委員会に付託していただいてはと考えております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。「議員提出議案の取り扱い」については、事務局説明のとおりとするこ

とに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「条例改正案及び意見書案の取り扱い」について、まず、「飯塚市議会の個人情報の

保護に関する条例の一部を改正する条例（案）」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

「飯塚市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例（案）」を御覧ください。 

本条例改正（案）につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」が改正され、同法第２条に新たに第８項が

新設されたことにより、以下の項番号が順次繰り下げられることに対応するとともに、文言等

の整備を行うものです。 

なお、本改正案につきましては、本会議最終日に、議会運営委員長を提出者とし、賛成する

他の議会運営委員を賛成者として提出していただきまして、提案理由説明、質疑の後に、委員
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会付託を省略して、本会議即決としていただいては考えております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「意見書案の取り扱い」について、「公立小中学校における学校給食の無償化を求め

る意見書（案）」及び「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書（案）」について、提出者

から補足説明があれば、お願いいたします。 

○田中委員 

 それではまず、公立小中学校における学校給食の無償化を求める意見書でございます。 

中身を読んでいただくと分かりますが、学校給食費の保護者負担が、今、小学校でも５万

２千円、中学校でも約５万９千円となっており、昨今の物価高騰の影響を受けて負担が増加を

していますし、また、小中学校に通う子どもたちが、日本全国どこでも無償化で安心して安全

な給食が食べられるよう、国による一律の支給を通じて学校給食の無償化を求めるものでござ

います。あとは提出先を含めてご参照いただければと思います。 

 続けて、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書案です。法律で夫婦同姓を義務づけてい

るのは、日本だけであります。今、選択的夫婦別姓の導入が国会でも議論されていますが、Ｎ

ＨＫの調査では、導入に賛成の方が６割以上おられるということで、国民の意識や価値観も変

わってきているということが明らかになっております。夫婦が別姓になることで、結婚を諦め

たりとか、銀行口座がつくれなかった、そういった不利益もあるそうです。 

 こうした状況を鑑み、選択的夫婦別姓を実現することは、国会及び政府の責任であるという

ふうに書かせていただきました。その導入のために民法の改正を求める要求であります。以上

です。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

○金子委員 

 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書に対して質問させていただきます。私は、この選

択的夫婦別姓に関しては早く進めるべきだと考えています。なので、意見書には賛成です。そ

の上で、制度を導入するためにも、具体的な内容の議論が必要だと考えます。今回、立憲民主

党として提出されたということですけれども、民法や戸籍法上、具体的にどのような改正が必

要だと思われているのか、教えてください。 

○田中委員 

 はい、ありがとうございます。実はですね、これは５年前にも出しました。ちょうど５年前

は、まだ国民民主党の時代に出させていただきましたので、立憲になって５年目ですから、立

憲民主党として改めて出させていただきました。 

 民法の具体的な改正内容というご質問ですが、すいません、そこまでは、これとこれだとい

うのはありません。ただ、そこにも載せていますように、別姓になることによって、現実社会

として結婚を諦める人とかいうのもおられますし、口座もつくれないとか、海外でのそういっ

た通常が今できないというふうになっています。それとか、結婚すれば法的に保障されるもの

が、今の法律では、別姓だとそういった保障も受けられないということがありますので、そう

いうのも含めた民法改正というのを求めていきたいと思っています。以上です。 

○金子委員 

 現在の民法では、婚姻時の同姓義務が規定されてあり、戸籍法では、婚姻届により夫婦の姓

を届けることが求められているということで、これらを法制改正することが不可欠というふう
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に考えます。 

また、子どもの姓を選択することがとても課題だとも言われていますし、詐欺のような問題

もあるとも言われています。せっかくの意見書なので、具体的な提案があれば、選択的夫婦別

姓が進むのではないかと思いますので、今後、意見書を出すときには、しっかり吟味して提出

していただきますようよろしくお願いいたします。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書（案）」について、提出者

から補足説明があれば、お願いいたします。 

○奥山委員 

 性犯罪再犯防止につきましては、書かれておりますように、性犯罪をした者に対して、矯正

施設で再犯防止プログラムというのが実施されておりますけれども、出所後においても、地域

社会で継続することが重要であるということで、６行目ぐらいから書いておりますが、性犯罪

をした者の出所後の住所等については、法務省から情報提供を受け都道府県等が把握する仕組

みはなく、実際に当事者に対して直接再犯防止の取組を行うことが困難であるためということ

で、一部の都道府県においてはそれを求めております。大阪府、それから茨城県、それから福

岡県は、既に条例を定めておりますけれども、今後、国において、当事者の住所等を任意で国

に届け出る仕組みをつくりあげ、届け出られた情報を基に、自治体でこのプログラムを実行す

るようにということの意見書でございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げ中止を求める意見書（案）」について、

提出者から補足説明があれば、お願いいたします。 

○川上委員 

日本共産党の川上直喜です。お手元に高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げ中止を求

める意見書を提出させていただいています。これについては法改正によらず、政府の予算案の

範囲の中で、この制度を導入するという動きになって、がん患者の団体の皆さんをはじめとし

て、各分野、各地域でこれは困ると、命に関わることだということで、意見が出されておりま

す。 

 その中で、政府としては２０２５年、今年の８月から段階的にと言っていたものを、それは

実施するけれども、終期について見直してもよいというようなことを言うに至っておりますけ

れども、明らかに命に関わる心配があるわけですから、８月からの実施は中止を求めるという

趣旨の意見書案であります。 

 ３月１９日に議決できれば、政府の考え方に修正、撤回を求めることができるのではないか

というふうに思っております。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

ただいま説明のありました条例改正案及び意見書案４件につきましては、各会派に持ち帰っ
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ていただきまして、それぞれの賛否を３月１７日、月曜日、午後５時までに議会事務局に報告

していただきますようお願いします。 

次に、「請願の取り扱い」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

請願文書表のとおり、請願が４件提出されております。 

「請願第９号 筑穂人権啓発センターの存続と充実に関する請願」は、協働環境委員会に、

「請願第１０号 コミュニティセンター大規模改修（空調設備・その１）工事の入札に係る調

査のために百条委員会の設置を求める請願」は、議会運営委員会に、「請願第１１号 １５年

間分の財政見通しについての請願」は、総務委員会に、「請願第１２号 新たなごみ処理施設

の建設についての請願」は、協働環境委員会に、それぞれ付託していただいてはと考えており

ます。 

以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「請願の取り扱い」については、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「陳情の取り扱い」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

提出されております陳情が１件ございます。 

「陳情第２０号 健康保険証とマイナ保険証の併用を求める陳情」につきましては、その

データをサイドブックスの本定例会のフォルダに掲載いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。以上です。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「陳情の取り扱い」については、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「会期日程の変更」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

「令和７年第１回 飯塚市議会定例会会期日程（変更案）」をご覧ください。 

変更内容でございますが、太枠で囲っております箇所で、明日、３月４日の３番目に、先ほ

どご審議いただきました追加議案第６９号の提案理由説明、質疑、委員会付託を、４番目に議

員提出議案第１号の提案理由説明、質疑、委員会付託を、５番目に請願の委員会付託を追加す

るものでございます。 

最後に、最終日、３月１９日の１番目の委員長報告、質疑、討論、採決に、議会運営委員長

報告を追加するものでございます。 

以上、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 
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 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「会期日程の変更」については、事務局説明のとおりとすることに、ご

異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：２９ 

再 開 １６：５４ 

 委員会を再開いたします。 

議会基本条例についてご協議いただきます。議長への答申について、事務局に朗読させます。 

○議会事務局次長 

令和７年３月１９日、飯塚市議会議長 江口 徹 様、議会運営委員会委員長 小幡俊之 

議会基本条例について（答申） 

議長からの諮問を受け、議会基本条例について協議を重ねてまいりました。ここに、議会運

営委員会としての答申を以下のとおり申し上げます。 

 令和５年１１月２１日、議長より議会基本条例について審議するよう諮問を受けて以降、議

会運営委員会において協議を続けてまいりました。 

令和６年１０月１５日には、田川市議会事務局の担当者をお迎えして、田川市議会基本条例

の制定経過や課題等の説明をいただき意見交換を行いました。 

また、令和６年１０月３１日には、法政大学の土山 希美枝 教授を参考人として招致し、

「議会基本条例の潮流とその意味」をテーマとしたご意見を拝聴した後、質疑応答を行い、さ

らに深めることができました。 

 さらに、令和６年１１月２８日から令和６年１２月１３日にかけて、全議員（議長を除く

２６名）を対象に「飯塚市議会に関する議員意識調査」を実施し、２０名から回答を得ました。

２０名のうち、９名（４５％）が必要、４名（２０％）が必要なし、７名（３５％）がその他

であり、その他の回答には一定の留保もある一方、議会基本条例の必要性に言及する意見も多

く見られました。 

 これまでの議会運営委員会における議論では、議会基本条例の必要性について最終的な結論

を得るには至っておりません。しかしながら、現状の議会運営に対する問題提起や多様な提言

が示され、市議会をより良くするための建設的な議論を行うことができました。 

 以上のとおり、本委員会での協議内容を報告し、ここに答申といたします。 

○委員長 

議長への答申について、お諮りいたします。本委員会としては、議長に対しまして、ただい

ま事務局朗読のとおり答申を提出したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、議長に対し、その旨を答申することに決定いたしました。 

次に、「請願第８号 市民と議員の定期的な意見交換会を求める請願」を議題といたします。 

お諮りいたします。本件を審査するに当たり、紹介議員として金子加代議員に出席を求め、

説明を受けたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、説明を受けることに決定いたしました。紹介議員は紹介議

員席にお着きください。 

（ 紹介議員 移動 ） 
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それでは、紹介議員に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

○奥山委員 

 昨年の９月にいただいております請願ですけれども、今回、ずっと議運のほうでも、内容に

ついては意見を出しながら行ってきたところですけども、紹介議員に伺います。趣旨として、

市民と議員が、直接、対話や質問をするための定期的な意見交換会の開催を求めますというこ

とでありますが、私の会派のほうも、最終的な段階を迎えておるというふうに認識しています

けれども、定期的な開催というふうにありますが、これは、例えば、審議されてこれが通った

場合ですけれども、我々のほうで定期的な開催であるとか、そういうのを決めていいものなの

か、これを出された紹介議員、それから請願者の方々が決めるものなのか、それをちょっと伺

います。 

○金子委員 

 ありがとうございます。この件に関しては、私たち議員が決めていいことだと思っておりま

す。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○田中委員 

 本当に長い間、９月からずっと継続審議して、議会基本条例に関することも答申をしますの

で、一定の判断をしないといかんと思いますが、基本的に趣旨としては、議員との対話の場を

設けることについては、一定の理解をしますが、この文章の中には、どういった規模でやるか、

どういった形でやるのかというのは明記されておりません。先ほど金子議員の回答にもありま

したように、どれだけの規模でやるのか、どういった課題でやるのかも含めて、こちらの議会

のほうで、ある程度決めて進むんだということですので、請願の賛同が多かったからというこ

とで、すぐにできるという案件ではないと思っていますので、その辺を請願者の方にも、もし

説明されるんだったら、これから形や規模、課題やどういったメンバーでやるかというのを、

議会のほうで少し時間をかけないといけませんのでということで、ぜひその辺を請願者本人に

対して、説明のほうをお願いしたいというふうに思います。要望です。 

○金子委員 

 要望ありがとうございます。この請願は、定期的な意見交換会の開催ということで、どのく

らいの定期的なということも書いていないし、場所やメンバー、内容、進め方も書いてありま

せん。ただ、まちづくりの最初の一歩は対話ということで、対話をしながらまちづくりを進め

ていきたいということが書かれているのではないかなと思っております。ぜひ、私たち議員が、

たくさん話をして、どんな場所で、定期的にどのぐらいの回数で、どんなメンバーで、どんな

内容でやるのかをしっかり吟味していくことが必要だと思います。 

○委員長 

 ほかに紹介議員に対する質疑はありませんか。 

○赤尾委員 

 １点、ちょっと確認をさせていただきます。本請願と議会基本条例、これは深い関連性があ

るというところで、当委員会でも同様の取扱いをしてきたと思っています。この基本条例に関

しては、先ほどの答申の朗読の中でもありましたけれど、建設的な議論を行うことはできまし

たが、最終的に結論を得るには至っておりませんという一文がございました、そのとおりだと

思いますが。私が申したいのは、やっぱり関連性が深いというところで、基本条例の結論を見

ないまま、この請願をどうするかというところで、要はきちんと熟考されてないといいますか、

検討されていないものになってしまうという点に関しましては、紹介議員としてどのように思

われるか、お尋ねいたします。 

○金子委員 
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 議会基本条例とこの請願の関係についてお尋ねされていると思いますが、全国いろんな議会

基本条例について、いろんな考え方があって、かなりの議会の中で、議会基本条例ができてい

るところが多いです。しかし、議会基本条例ができているからといって、議会の意見交換会な

り議会報告会がしっかりできているかというと、そうでもない。そうかと思うと、議会基本条

例がなくても、この意見交換会なり議会報告会がされているところもあります。なので、これ

が絶対に関係しているというふうにも言えないのではないかなというふうに私は考えておりま

す。 

確かに言われるとおり、議会基本条例があってやっているところもあれば、なくてもやって

いるところもあるので、必ず一緒になって考えないといけないというわけではないと思ってい

ます。まずは請願者が言われるように、開かれた議会になるために、まずは意見交換会なり議

会報告会をしていくことが、開かれた議会の一歩ではないかと思っております。 

○赤尾委員 

 そうですね、全国を見渡すと、議会基本条例の中に説明会が含まれていない場合もあると。

ただ、本委員会では関連性が深いということでずっと議論してきたわけで、私が言いたいのは、

請願者である市民に対して、丁寧で誠意のある、１００％のものを採決するというところが重

要かなと考えておりますが、その辺に関しては、まず採決をしていくというところが誠意につ

ながると、そういうような理解でよろしいでしょうか。 

○金子委員 

 はい、そのとおりです。まずは請願者が、定期的なこの意見交換会なり議会報告会をすると

いう形になるまでの経過が見たいということだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

紹介議員に対する質疑を終結いたします。 

 金子議員、ありがとうございました。委員席に戻られて結構です。 

（ 紹介議員 移動 ） 

次に、本件全般についての質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「請願第８号 市民と議員の定期的な意見交換会を求める請願」を採択す

ることに、賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙 手 ） 

賛成多数。よって、本件は採択すべきものと決定いたしました。 

最後に、次回の委員会は３月６日、木曜日の午後１時から開催いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

本日の審査は、すべて終了いたしましたので、これをもちまして、議会運営委員会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

 

 


